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概要 

世界の食料は余剰している。米国農務省 2019 年 12月 11 日、つまり昨年末発表の世界穀物年間生産

量、消費量はほぼ同額の約27億トンである。一方2019年の国連世界人口白書によれば、最新の世界人

口は約 77億人だから、一人あたりの穀物可食量は年間 350キログラムである。人が健康を維持して行く

ために必要な穀物は 180キログラムだから、人が必要な量の 2倍位生産されている穀物は家畜の餌にな

るか廃棄されている。まさに日本はその典型例で、自給率 100％の米は飼料となるか廃棄されている。な

ぜ米を始めとした穀物（食糧）は余剰するのであろうか。 

 そもそも我々の祖先であるHomo erectusは 20万年ほど前に火を持つことで人Homo igunisとなった。

300 万年余も、「生存エネルギー」である食物だけで旧石器時代を生き抜いてきた人は、火「生活エネルギ

ー」を得ることによって農業による文明を開化させてきた。そしてその「生活エネルギー」は全てバイオマス

燃料がもたらすもので、燃料はリサイクスしながらゆっくりと「生存エネルギー」の量を増やしながらｊ人口も

緩やかに増加していった。 

 人は火による調理を始め、「生存のエネルギー」である食物の種類を増やし、食べられない物を食べられ

るようにした。豊富になった生存エネは人口を増やした。 

 

図 1.1.1 エネルギー時計 

 森林を焼き払って畑と牧場を作り、牧畜で飼いならした大型動物を動力として使い、畑の収量を格段に

増やした。さらに家畜の排泄物は燃料となったり、肥料となり、作物は増産されて「生存エネルギー」も増

産された。やがて火は石器や木器だけを道具としていた人間に金属を、そして鉄をもたらせ、製鉄は人の

産業となった。鉄は優れた農具や武器となり、石の家に扉を作り、木の車の車輪を強め、釘となって大型

船の建造を可能にした。様々な産業が興り、火は人間の「生活と産業のエネルギー」となって、人間は大

航海時代を迎えることになった。大航海時代は人々と食物の交流を世界的にし、やがて人間はあの産業

革命を迎えることになる。 

 産業革命は今までのバイオマスとは比べ物にならない火力をもつ「産業エネルギー」化石燃料に支えら

れた。産業革命とはエネルギー革命なのである。 
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図 1.1.2 産業革命が起こした人口増加 

 

 化石燃料は機械化した農機具を動かして作物の単収を大幅に上昇させた。さらに化石燃料は空気から

化学肥料を製造して作物の単収は爆発的に増やした。今までの植物由来の灰や動物の排泄物などの動

物由来の肥料が化石燃料によって化学的に作られるようになると単収の増加はまさに爆発的といって差

し支えがないだろう。かつてロバートマルサスは人口が等比級数的に増えるが農産物は等差級数的にし

か増えないから人間はつねに飢餓の可能性を持っていきなければならないと論じたが、大型農業機械や

化学肥料は工学と化学をもって農作物の等比級数的な増産を実現してしまった。 

 本稿ではこの二つのエネルギーの相互関係を食料自給率や耕作放棄地、さらには日本が置かれている

地政学リスクなどで解説し、「生存エネルギー」と「生活産業エネルギー」の相互関係。さらには人類 400

万年の歴史のなかの一万分の一にしかならないウランを含めた地下資源エネルギーの時代に起こった地

球温暖化問題や将来起こるだろう資源枯渇をも考えて、「産業エネルギー」がもたらした農業イノベーショ

ンによる「生存エネルギー」飽和が引き起こす日本の余剰農地問題。自給率 100％の米と自給率 0％の原

油。その究極の不均解決策「電園復耕」である構想を本稿で論じさせていただきたい。 

 

 

図 1.1.3 エネルギー史の一万分の一の地下資源エネルギーの時代 

 何十年も関東甲信の農地を歩き回っているが、その間、確実に農地は減少している事を実感する。日本

の農地の一割りをも締めていた桑畑もあまり見受けなくなった。残った農地で作られている作物は無料で

近所に配られていたり、庭先で捨てられたりしている。米は減反政策により一昨年までは生産を抑制され
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ていたが昨年からは飼料米の生産が奨励されて食用米の生産抑制はより進んでいても依然として食用米

の自給率は 100％である。都会では食べ物が大量に余って捨てられているのにもかかわらず、アメリカ、

カナダ、オーストラリアなど、かつてのイギリス植民地であった大国からは穀物の輸出攻勢が激し事が報じ

られている。農水省や報道機関が警鐘を鳴らす「食料自給率問題や、米をもっと食べようと教育するいわ

ゆる「食育」とのあまりの矛盾を感じずにはいられない。 

 一方、報道は中東情勢の不安定さからくる石油危機の再来の可能性に言及し、さらに中国の提唱する

一帯一路政策と我が国の確執や、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、東南シナ海においての航行の危険をも

訴えている。先の大戦が原油の争奪戦であったことや二回に渡って日本を襲った石油ショックが彷彿とさ

れる。コストの半分は「生活産業のエネルギー」である石油代と言われる日本の農業を考えると、100％を

輸入に頼り、その 90％を中東に頼り、日本の「生活産業エネルギー」の 80％近くを担っている化石燃料や、

同じく輸入地下資源であるウラニューム燃料に頼り続けていると、人間が生存する条件である食、「生存エ

ネルギー」の供給自体が危うくなる。その「生存エネルギー」の実態は、農水省の食料自給率で説明され

ることが多いが、農家の庭先で破棄され、流通過程で破棄され、店頭で破棄され家庭で破棄される食料が

不足しているはずはない。不足しているのなら減反政策はなぜ実施されて来たのか。国産食料が足らな

いのなら、不耕作地が増え続けるわけはないではないか。 

 本稿では農政に係る深い闇と、一般に喧伝されている農業に対する誤解を説明した上で、温暖化の原

因や枯渇問題を抱えながら、供給が極めて不安定な地下資源燃料に代わる太陽光発電を不耕作地に敷

設して、余剰する「生存エネルギー」問題と、不足する「生活産業エネルギー」を解決する「電園不耕」プロ

ジェクトを母校早稲田大学の膝元の本庄児玉に設置して実証する。 

 



 

 

4 

第１章 研究背景・研究目的 

1.1不耕作地 

1.1.1 不耕作地が増える原因 

 そもそも人の高齢化は産業の衰退の理由に挙げること自体が本末転倒である。人が年を取るのは当た

り前である。どんな花形産業にも従業員の定年はある。もしその産業に若者が集まらず従業員の平均年

齢が上がって行くとすれば、その産業は既に衰退していると分析するべきである。従って衰退が高齢化の

原因にはなるが、高齢化が産業の衰退理由にはなりえない。 

 市場経済理論を無視して、補助金と保護貿易を続けているうちに体質が弱くなり、国際化についていけ

なくなってしまっていることが原因である。設備を改善して生産効率をあげても食料廃棄が増大するだけで

ある。根本的な体質を変えずに圃場整備やボランティア募集や付加価値の大きい作物の導入をすればよ

いなどと言うのは余りにも表面的な意見だと言わざるをえない。売れなければ作らなくなるのは当然であ

る。 

 以下は農水省が分析する耕作放棄地の現状と対策のグラフである。 

 

図 1.2.1 耕作放棄地の発生要因調査結果 

 

 この棒グラフは農地が放棄される 9つの原因として挙げている。しかしこれは全て、原因ではなく結果を

繰り返し述べているに過ぎない。まず 1の高齢化は 3の担い手がいないことで同じ言葉である、2、4、7は

供給過剰で作っても売れないと同じことの繰り返しである、残りの 5 と 6は要するに農地が使えないと言う

事だ。農水省らしく問題を複雑に見せているが、一言に纏めれば「使えない農地があるが、何か作っても

売れないから担い手なんか来ない」となる。つまり高齢化は原因でなく結果である。 

 産業は第一次産、第二次産業。大三次産業に分類される。明治維新以降日本は資本主義の国となった

。西欧の産業革命から100年遅れたスダートである。その遅れを取り戻すべく明治政府は富国強兵、殖産

興業を掲げ、まず農業の近代化に取り組んだ。当時の農商務省は殖産興業の主役であったことからも、

農業が産業の中心だったことが分かる。日本は他の国と同じように一次産業から資本の基盤を作りはじ

めたのである。農業は資本主義化によって統合が進み、統合を成し得た大地主は富を蓄えて二次産業に

進出して富国と強兵が実現されていった。この推移はイギリスをはじめとした産業革命先進国で起きたこ

とと全く同じである。しかし 100 年の遅れで日本は海外植民地争奪に後れをとってしまった。ヨーロッパ列
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強も日本と同じような小国である。小国は一次産業と二次産業の同居し辛い。国土に限りがあるからだ。

そういう理由から列強は海外に植民地を求めた。特に産業革命先進国のイギリスは北米と豪州に新天地

を求め、先住民から取り上げた土地で大規模な農業に成功した。 

 日本も中国大陸の満州にそれを求めたが失敗した。ヨーロッパ先進国は農業を含めた一次産業を新天

地に移行することで自国の工業化を成功させて国民を二次産業へ移行させることに成功したのだ。つまり

宗主国と植民地で一次産業と二次産業の棲み分けが実現した。しかし海外進出を結果的に果たせなかっ

た日本は一次産業と二次産業で国土と人材を取りあうことになった。 

 そもそも産業としての農業は広大な農場と大ファーマーと多数のペザンツかによって成立していたもので

ある。特に穀物製造に於いてはその例外はないだろう。日本は終戦後の農地改革で大ファーマーとペザ

ンツの両法を失った。ぺザントは小規模な農家となり、解放されたペザントの子弟はより良い生活を求めて

二次産業に流れて行った。農家は小規模な農地をまもり自らが農作業にいそしむことになる。しかし農地

は農作業をする人間の一人分の仕事もないのである。これがいわゆる三チャン農家であり兼業農家であ

り、日曜日だけ農作業をする大きな家庭菜園が農業の大半を占める現状である。 

 

1.1.2 農水省の認識する不耕作農地 

 市場に農産物が溢れれば生産者は生産を控えるだろう。生産を控えれば耕作しない農地が増えるのは

当然である。食料が余剰すると市場経済原理が働いて、コスト高の作物が減産されるのも当然のことであ

る。平成 27 年に内閣府がすでに 42.3 万ヘクタールの耕作放棄地があると発表しているが、農地台帳上

にあって耕作されていない農地はそれどころではない。農水省は不耕作地を耕作放棄地と呼んだり、遊休

農地や荒廃農地と言う言葉を使って分かり辛くしているから、マスコミも政治家も識者も殆ど実態を知りえ

ていない。本稿は農水省のいう耕作放棄地や荒廃農地とか遊休農地とはどういう土地でどのように違うか

を述べてみたい。 

 まず農水省が説明する不耕作農地の分類を見る。 

 

「遊休農地」農地法において、「1.現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供され

ないと見込まれる農地」「2.その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比

し著しく劣っていると認められる農地（1.の農地を除く）」と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地

に関する措置を講ずべき農地のことです。（法律上の用語）と農水省は説明している。 

「荒廃農地」 荒廃農地調査※において、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の

農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている基準に該当する農地」とされ、現地調査により把

握したもの（調査上の用語）です。と農水省は説明している。 

「耕作放棄地」農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、過去 1 年以上作物を作付け（栽培）

せず、この数年の間に再び作付け（栽培）する考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握

したものです。農水省は説明している。 
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 そして遊休農地と荒廃農地は二つの全く違った二つの土地で、二つの調査が実施されているように聞こ

えるように説明しているが、この二つの土地は重複していて、調査は一度だけで同じ農業委員会や市町村

の職員が同時にした調査なのである。それをただ別々に報告しているにすぎない。 

 

 遊休農地と荒廃農地は二つの全く違った二つの土地で、二つの調査が実施されているように聞こえるが

この二つの土地は重複していて、調査は一度だけで同じ農業委員会や市町村の職員が同時にした調査

を別々に報告しているのである。 

 

1.1.3 遊休農地、荒廃農地の重複 

 農水省は遊休農地を二区分して、程度の良い 2号遊休農地と程度が悪い 1号遊休農地に分けた。また、

荒廃農地を再生可能Aと再生困難なBとに分けた。しかし良く見ると一号遊休地と再生可能である荒廃農

地 A とは全く同じ土地である。 

 

 

図 1.2.3「農水省の説明する遊休.荒廃農地」 

 2号遊休農地の 1.1万ヘクタールの緑の面積が 4倍も大きく描かれていて、まるで荒廃農地と遊休農地

を併せた面積が耕作放棄地の面積と全く同じ面積に見えるようになっている。 

 本稿では実態が同じ遊休農地と荒廃農地を併せて遊休荒廃農地と呼ぶことにする。 

 

1.1.4 耕作放棄地 

 遊休荒廃農地に対して耕作放棄地の調査は国連 FAOによって行われるセンサス調査である。センサス

とは調査を意味するラテン語であるが、この調査はアンケート形式で農家が自主的に記入するようになっ

ている。日本の農家は江戸時代から農地をきちんと管理しない事は犯罪だと教えられてきた。従って放棄

地をかなり少なめに報告する傾向がある。従って耕作放棄地は実態よりかなり少なく報告されているのだ

が、農水省はそれでも多すぎて同省に取って都合が悪いと考えている。なぜなら農地がなくなれば農水省

の権益が狭まるからだ。そして農水省は、民間人の「主観」はあてにならないからと国連の 10年に一度の

センサス調査会や県や市町村の職員を使って毎年「客観」的に調査することにして不耕作地はもっともっ

と少ないと言う数字を造りだしたのである。 

 これは農水省の「客観」という「主観」だ。 
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1.1.5 国連農業センサスによる耕作放棄地の調査と調査票 

 FAO（国際連合食糧農業機関）の前身である万国農事協会が提唱する「1930年世界農業センサス」の

実施に沿って実施した「昭和 4年農業調査」が始めとされている。 

 戦前では、昭和 13年全国一斉調査、昭和 16年農林水産業基本調査が実施されたが。昭和 20年の終

戦により引揚げ、復員などにより増大した人口を農業－農村へ帰農させる必要があったので、昭和 21年

に「農家人口調査」を実施した。食糧管理や農地改革等の問題に対処するため、昭和 22年臨時農業セン

サスが。このときに初めて「センサス」と呼ばれた。 

 戦後直後の調査は農業への過剰就業、食糧不足、農地改革等の問題に直接的に対応しようとしていた

が、、1950年代に入ると農業の実態を知るための調査に変わって行った。 

 日本では 10年ごとの農業センサスに林業を加えて農林業センサスとして、遊休荒廃地調査と同じく５年

毎に実施しすることになった。 

以上農水省のホームページから 

 

出典農水省 図 1.2.5 農業センサスアンケート票 
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1.1.6 遊休荒廃農地と耕作放棄地と幻の農地 

 しかし昭和 45 年から令和元年までの農水省発表の農地転用の推移によると、地目としては約 46 万

ヘクタールしか改廃されていない。 

 

図 1.2.6 農林水産省作付面積統計より 

その内の約 40万ヘクタールが改廃されているから、農地は約 140万ヘクタール無くなっていることになっ

ている。 

表 1.2.6 農地転用の推移 

 

したがって約 104 万ヘクタールは農地のままであるはずである。事実農業委員会の農地台帳を見ると
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青森県の約95.5万ヘクタールより大きい耕作されていないが登記上は農地になっている土地が日本には

あると言う事になる。 

1.1.7 農水省による不耕作農地の認識 

 以下は農水省が認識する不耕作地の種類であるがホームページ上での農水省の説明をそのまま引用

する。 

 

図 1.2.7 「農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

1.1.8 消えた桑畑 80万ヘクタール 

 平成25年、2013年に地図記号も国土地理院の地図から消えている桑畑。一時は世界の絹産業の中心

だった日本の絹も、米国ヂュポン社のナイロンの出現で一気に生産が凋落した最盛期には約 220 万ヘク

タール有った桑畑は土地区分上、農地だけでなく、山林にも植えられていたが、そんな桑畑の面積は減反

の始まった 1959年、つまり昭和 44年にはまだ 80万ヘクタールあった。その中の農地部分が桑の混じる

雑木林となり、農地台帳に載ったままの不耕作農地になったとみていだろう。ナイロンの発明で坂を転げ

るように凋落して現在は 2000 ヘクタールにだけである。農水省が判定する農地は、法務局と違って地目

ではない。地目が農地であっても、外見上農地に見えない土地は農地と見なさないと言う。桑畑は作物を

栽培する畑ではないし、放置されればすぐに森になる。したがってそこは既に農地ではないから不耕作の

農地ではないという理論である。それなら、農地として計算されない 10＠以下の耕作地と併せて約 100万

ヘクタール以上にある地目上の農地の存在に合点が行く。しかし、いざ民間が開発しようとすると農地転

用を持ち出す論理は理解しがたいところである。 

 桑畑は食料の生産地ではない。したがって桑畑が森になったとしてももともと食料生産の農地ではない

のだから食料自給率とは関係がない。税金を使って桑畑を水田にするプロジェクトがあったが、これこそ問

題であろう。そもそも食料自給率が低下するとなにが悪いのだろうか。 
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図 1.2.8 「昭和初期(1926年)から平成 20年(2008年)までの全国養蚕農家戸数、桑園面積、収繭量の

推移」 

 

1.2 食料自給率 

1.2.1 カロリーベース、生産額ベース 

 生産額ベースで 66％、カロリーベースで 37％たったブルーで塗られた棒グラフが生産額自給率である

が、国際的にはこの生産額の自給率が単なる経済指標として採用されている。ドイツ、フランス、イタリア、

スイスより低くて、イギリスより高く、EU と比べれば並みか少し低い程度である。特段問題にするような数

字ではない。 

 

図 1.2.9.1 「平成 31年度食料自給率 農水省」 
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図 1.2.9.2 「生産額ベース食料自給率」 

 2019年 8月 6日に農水省から 2018年度の食料自給率の発表があった。農水省はピンクの棒グラフで

日本の食料自給率を摂取カロリーに変えて表示している。 

 同省は、（日本食品標準成分表 2015）に基づき、重量を供給熱量に換算したうえで、各品目を足し上げ

て算出、1人・1日当たり国産供給熱量を 1人・1日当たり供給熱量で除したものに相当）で計算しながら

日本の食糧気球率が 37％と先進国中最も低いと警告している。一見では日本は食料不足の国であると

錯覚させるに十分な分数式だ。 

表 1.2.9 カロリーベース食料自給率計算方法 

国民一人一日当たりの国産熱量（912kcal） 

―――――――――――――――    ＝37.33%国民一人一日当たりの供給熱量（2,443kcal）   

「国産食料と輸入食料の割合」 

出典：農水省 食料自給率レポート「平成 15年度 食料需給表」 

 しかし、この分数式の分母は 2,443kcal となっている。これは国民必要熱量ではない。国民が食べても

食べないでも店頭や家庭に届く食品の熱量である。つまりこの分数式は、日本に溢れている食料総合熱

量の 37％が国産で、63％が輸入品だという事に過ぎないことが分かる。 

 一方、厚生労働省は平成17年に国民の平均的摂取カロリーは一日、1,891キロカロリーだと発表してい

る。しかも日本医師会によると、1,891 キロカロリーでも摂取しすぎだそうだ。国民が摂取しているカロリー

よりはるかに多い、2,443キロカロリーも生産すれば、約 400％の食料が廃棄されるのは当然だ。 

 農水省が食料自給率を公言するようになったのは 1960年で,単なる経済指標の一つ、self-efficiencyの

訳語として登場した。当時はまだ農水省も国際的に使われていた生産額ベースの数字を使っていた。しか

し、1987 年になるとなぜか日本が独自に考案したカロリーベースが併用されるようになり、それからは、な

しくずしのようにカロリーベースで論じられるようになって、いつの間にか日本は食料危機に瀕しているよう
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に巷間で喧伝されるようになったのである。 

 外貨不足などの理由で食料を輸入できなければ食料自給率は 100％となる。ちなみに北朝鮮に国連の

制裁が完全に聞いていれば食料自給は限りなく 100％に近づくだろうし、サハラ以南のアフリカ諸国の食

料自給率は皆高いことから見てもよくわかる。これらの国々が中進国、先進国になるにつれて自給率は低

くなるはずである。 

 

図 1.2.9.3 食料自給率 

 上の図は2019年の日本の食料自給率をカロリーベースをピンクで生産額ベースを青色で食用米を黄色

で表しているが食用米は輸入米が殆どないことから、カロリー、生産額のどちらから計算しても 100％の自

給率である。 

 

1.2.2飽和する日本の主食米「自給率 100％」 

 日本の主食は米である。農水省もその「食育」でそう謳っている。1967 年昭和 44 年）日本の米生産は

1,445 万トンに達した。この年は日本の人口が 1 億人を超えた年で、一人当たりの米生産量は年間

144.5kg となった。米１キロの熱量を 3,560Kcal とすれば一人あたりの１年間のカロリーは米だけで

514,420Kcalとなる。これを一日当たりのカロリーに直すと 1,409kcalにもなり、副食のカロリーを考えると、

当時の実質食料自給率は 100％近くになっていたはずである。 

 米の自給率が 100％を越えていただけでなく、日本人はこれだけを考えると自給自足できていたのであ

る。しかしこの自給率を過剰生産だとして、減反政策と言う米減産政策をしたのはなんと農林省（今の農水

省）である。 

 

図 1.2.10 米自給率の推移」 

 1966年から現在まで 1973年を除いてずっと自給率は 100％以上である。 

 1937年からは 100％を若干下回っているようだが、これはミニマムアクセスの関係でしかたなく輸入して
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いるからである。ミニマムアクセス米は市場に食用米として出回らない。赤字になっても飼料米や加工米、

くず米として安く卸される。海外支援米として再輸出されることもあると言うが、輸出元から輸出しなければ

不経済で「もったいない」。日本で飽和する米が海外で通用しない典型例である。 

 

1.2.3国際競争力のない高価格な米 

 農産物で一番貿易に適している物は穀物である。野菜類、特に物野菜は航海中にしおれたり腐ったりす

る。しかし穀物は長い航海にも耐えるし長期の保存もきく。したがって日本はかつて石高で国の価値を計

ったし、今でも国際的な先約物資となり、国際相場も立ちやすい。 

そこで国際的な戦略商品である日米のコメの生産コストを比較してみよう。 

 アメリカの 1ｋｇ当りの製造コストは 52 円となる。この計算のこれに海上運賃、保険料を足すＣＩＦ換算に

する。これに重量税 341円を足すと約 400円になる。これは既に日本の激安米の店頭価格 1ｋg300円を

100 円超えている。これはあくまで生産コストである。輸入商社、米問屋や小売店の利益を考えると 1kg 

の店頭価格は最低 600 円となるから、まともな商売を考える会社は米国米に手を出さない。10 数億円に

も上る政府のプロモーションや陰になり日向になり輸出を助ける予算があっても日本から米国、またEUや

アジア各国に生産者が十分営業利益を取った上で米が輸出されるとは考え難い。実力で輸出できｊなけれ

ば減反したり、家畜の餌にしなければ米は廃棄されるしかない。これが休耕田の原因であり、不耕作地の

増大の理由である。 

表 1.2.11 「日米のコメ生産コストの比較」 

 

 

1.2.4アジアの米の店頭価格と日本の店頭価格 

 アメリカの米は日本の半分のコストであることが分かったが、アジアの各都市の転倒では幾らで米が売

られているかを電話取材した。 

 日本の米の消費者価格は楽天の米の相場を示す。 
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表 1.2.12 アジアの都市の米相場 

アジアの都市 価格 円／1kg 

マニラ 76 

クアラルンプール 58 

ハノイ 50 

ムンバイ 40 

上海 44 

 

1.2.5食パンと比べて二倍高い日本のおにぎり 

 

図 1.2.13  「パンと握り飯」 

 日本を代表するコンビニエンスストアーのセブンイレブン成城店とローソン成城店のおにぎりと食パンの

店頭価格を比較してみた。食パンは小麦に油分と塩分を加えて加工してある。おにぎりには塩むすびを選

んだので、それぞれ米と小麦の価格が良く反映された食品であると判断した。結果として、同じカロリーど

うしに計算して比較すると米の価格が小麦の価格の約 2倍であることがわかる。 

 

1.2.6米の価格が下がらない理由 

 

図 1.2.14 「米に対する従量税」 

 米に対する従量税は 1キログラム 341円である。 

 米国の米生産コストが 52円であったとしても、従量税 341円を足すと 393円になってしまう。これは既に

日本の激安米の店頭価格 1キログラム 300円を 100円近く超えてしまっている。しかも、これはあくまで

生産コストだから、輸入商社、米問屋や小売店の利益や CIF として計算すると 1kg の店頭価格は少なく

ても最低 5円以上となる。下記の楽天の価格はそれを裏付けている。 

 ちなみに日本からアメリカに米を輸する場合のアメリカの関税は 1キロ 2セントである。このような不公平

を続けられるわけはないので、この重税システムは軽減されやがて撤廃にむけて動き出す。その時日本
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の水田はどれだけ残存するだろうか。 

表 1.2.14 「アメリカ米の価格」 

 

1kg 約 400円から 900円くらいまででその価格は 5倍から 10倍である。 

 

1.2.7 米離れ 

 1990年代まで、日本は世界四位の農業大国で、今も先進国ではアメリカに次ぐ二番目の農業生産高を

上げている。しかもこのグラフの日本より上位にいる国々のいづれも日本より国土も人口も多い国々だ。

ためしに日本の農業生産高を人口で割ると、国民当たりの食料供給能力はアメリカさえ凌駕している。高

い日本の農産品故の先進国第二位だと言う論もあるが、それだけ日本の農産品は高くて輸出できないの

だという論も成立する。国民一人一人の摂取カロリーも少なくなるこれからは国内生産額を低下させない

と、食品廃棄は益々増加するであろう。 作っても売れないから耕作放棄地はさらに増大する。 

 

図 1.2.15 「米の消費のトレンドと米の減量でコストを抑えている外食企業たち」 

 

 

 

 

 

  
 

 

3,580円 2,678円 2,678円 1kg 1,798円(日本産) 
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1.2.8 食料生産過多 

 1990年代まで、日本は世界四位の農業大国で、今も先進国ではアメ

リカに次ぐ二番目の農業生産高を上げている。しかもこのグラフの日本

より上位にいる国々のいづれも日本より国土も人口も多い国々だ。 

ためしに日本の農業生産高を人口で割ると、国民当たりの食料供給能

力はアメリカさえ凌駕している。高い日本の農産品故の先進国第二位

だと言う論もあるが、それだけ日本の農産品は高くて輸出できないのだ

という論も成立する。国民一人一人の摂取カロリーも少なくなるこれから

は国内生産額を低下させないと、食品廃棄は益々増加するであろう。 

作っても売れないから耕作放棄地はさらに増大する。 

                                図 1.2.16 「国連 FAO主要国農業生産高ランキング」 

 

1.2.9 食料廃棄と飢餓のマトリックス 

 その国の食料生産と食料消費、それに輸出と輸入の関係をマ

トリックスにしたものだが、自給率が 100％を超すとその分が輸

出に回る。しかし国際的に買い手が付かないと商品は廃棄され

ることになる。反対に自給率が 100％に満たないと輸入すること

になる。 

 しかし輸入する資金がないと食料不足になる。前者のケース

が日その国の食料生産と食料消費、それに輸出と輸入の関係

をマトリックスにしたものだが、自給率が 100％を超すとその分が

輸出に回る。しかし国際的に買い手が付かないと商品は廃棄さ

れることになる。反対に自給率が 100％に満たないと輸入することになる。しかし輸入する資金がないと食

料不足になる。前者のケースが日本で、後者がサブサハラのアフリカ諸国である。 

 上の図は食料生産が消費の 100％を超えると輸出されるか廃棄処分になるしかないことを表している。 

 ライトブルーの部分は食料生産が国民の需要を満たしていな い国の傾向で、ピン

クの部分が国民の需要以上に食料を生産している国の事情を表している。食料消費が供給を上回れば

輸入するのであるが、資金がなければ食料不足になる。南アフリカを除くアフリカのサブサハラの国々に

食料不足がある理由は輸入資金がないからである。したがって食料を国産で賄わざるを得ない 

国々の食料自給率が高い理由はそこにある。反対に食料が飽和する国では供給が需要を上回ると、余剰

食料は輸出されるか、それが出来なければ廃棄するしかない。これが日本では食料が廃棄される理由で

ある。食料廃棄は供給過多が原因であることは言うまでもない。作っても売れないから農地が放棄される

のは当然である。 

 主要国の内で極端ともいえる最下位である。輸出とはその国の商品の国際競争力をあらわす。してみる

と日本の農産物の国際競争力は殆どないことになる 2019 年度の農産品の輸出目標を一兆円としていた

阿倍政権だが、合成ミントオイルを農産品にしても輸出は目標の半分強で終わるのだろう。 

 

図 1.2.17 

「廃棄と飢餓

のマトリック

ス」図 

図 廃棄と飢餓のマトリクス 
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1.2.10 ほとんどない日本の食料輸出 

下の図の通り、日本の食料輸出はほとんどない食料生産高が高くて余剰食料の輸出ができないのなら

食料は国内で廃棄されるしかない。 

 

図  農産物輸出額の比較 

 

1.2.11 日本のケースは食料廃棄 

 米に代表されるように外国の農産物は関税障壁や非観世障壁によって日本市場に入り辛くなっている。

しかし国内で保護されなんとか売れている農断物もそのコストゆえ海外では殆ど競争力がない。本年度輸

出一兆円を掲げていた輸出計画は殆ど目標の半分くらいの売り上げとなるだろう。 

 出口を失った農産物は仕方なく日本市場で廃棄され得る運命となる。破棄される多くの食料は国産だろ

う。輸入品は買い手を見つけてから輸入されるのだが、国産農作も鬱はマーケットを見ないで作られる癖

がついている。 

 平成 17年度のカロリー供給が 2,572キロカロリーであるのに対して、国民の摂取量は 1,851キロカロリ

ーに過ぎない。その差は 722キロカロリーであり、その分が食料廃棄になる。 

 農水省が自らそれを認め発表している左図「食料ロスの現状について」を見るとそれが明白になる。 

 

図 1.2.18.1 「供給熱量と摂取熱量の差の推移」 

 

 農林水産省（食料需給表）厚生労働省(国民健康・栄養調査）農林水産省（食品ロスの現状について） 
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 廃棄されるのは国産食料である。米に代表されるように、国産作物は需要をあまり考えないで作る。そ

れに対して輸入品は需要に合わせて輸入するから国産品のように出たとこ勝負的な販売をしないので、

国産とくらべて余剰率はかなり低い。コンビニで廃棄される代表的な食品は弁当で。この弁当には米が入

っています。そして主食米は自給率 100％ですから 100％国産食料である。さらにあるスーパーでは「精

米して1ヶ月経ったものはすべて廃棄」と言っていますから、炊飯以前の米もかなり捨てられている。3ヶ月

以上経過した米をスパーマーケットでは見たことがない。 

1.2.12 輸入は決して多く多くない 

 

 

図 1.2.18.2 「農産物の輸入額の比較」 

 日本の農業生産高は先進国ではアメリカに続くのだが、その国際性といえば欧米から遥かに遅れたロシ

ア並みである。日本の食料廃棄は世界一の食料輸入大国だからだと言う農水省の「食育」なる子供に対

する教育方針がある。それによると日本は世界一の食料輸入大国であるとの事であるが、その人口量か

ら考えると、EU 主要国より人口の多い日本は食糧輸入が少ない国だと言って差し支えがない。WTO、

TPP、EU・EPA や日米の FTA等の国際経済協力の締結がある日本は各国からより市場の拡大を要求さ

れるはずである。 

 

1.3 「生活産業エネルギー」 

1.3.1 「生活産業エネルギー」の調達・確保に伴うリスク 

 余剰した穀物が安全な太平洋から輸入されるのにたいして、石油は不安定な中東から不安定な 

ホルムズ、マラッカ、南シナを航行して日本に運ばれる 

 

図 1.2.19.1 「危険なアラビア海、インド洋と安全な太平洋」 
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左図 1.2.19.2「危険なホルムズ,マラッカ,南シナ海」経産省と資源エネルギー庁のホームページより 

右図 1.2.19.3「                 」 

 

 食料自給率の低下は国家安全保障を脅かすという論は、生存エネを輸入に頼ると、輸入相手国のリス

クを日本が被ることになると言う主張である。それは日本が神国であるという先の大戦を思い出される思

想である。その大戦で都市部は激しい空爆を受け、原子爆弾を投下された世界唯一の国である。しかも火

山が多い地震国である。激しい地震を何回も経験している。最近は阪神淡路大震災と東日本大震災を僅

か16年間に2回経験した。東日本大震災では津波に加え、原子力発電所の事故と言う惨事まで引き起こ

し、首都圏までが生存エネである農産物の汚染に未だに脅かされている。しかし日本列島の脅威はこれ

で一段落したのではない。南海トラフの地震やそれによって起こる津波、さらなる原発事故、富士山の爆

発もあるかもしれない。さらに緊張を増す朝鮮半島と南沙諸島、尖閣列島での戦争リスクを考え日本は世

界トップクラスの地政学リスクを抱える国だと知るべきである。 

 「海外の食料生産地のリスクで輸入できなるから国産を増やせ」と言う考えを「日本が壊滅したときのた

めに海外に輸入拠点を確保しておく」という発想に転換しなくてはならない。 

 先の大戦で経験した東京の飢餓も食料自給率 100％の状況で起きたことを忘れてはならない。日本人

の胃袋を満たす食糧、小麦、トウモロコシ、大豆は、地政学的リスクのほとんどないくにから、地政学的リ

スクを考える必要がない太平洋を渡って輸入されていることを心にとめて頂きたい。 

 

 安全な輸入ルート太平洋に対して、ホルムズ海峡、ペルシャ湾、マラッカ海峡、南沙諸島周辺は極めて

危険なルートである。それに加えて中東の国々はそれぞれカントリーリスクを抱えている。カントリーリスク

の低い北米と豪州とは比べ物にならない。 

 先の大戦での反省に「油断」があった。つまり生活産業エネルギーの枯渇である。戦後も２度の石油ショ

ックを経験している。そして今も一次エネルギーの自給率はたった 9.6％である。生存エネルギー自給率

向上の必要性を他国での災害や戦争を理由とするならば、まさに化石燃料はほぼ 100％の輸入だから化

石燃料自給地はほぼゼロである。しかもそその中東は過去も今も将来も一発触発の状態である。さらにそ

の石油はマラッカ海峡を通過し南沙諸島を航行して、日本に等に到着する。 
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1.3.2 一次エネルギー自給率 

 自給率国際ランキングは世界 33位、石油生産はゼロである。そしてその 80％を中東に依存している。 

 

図 1.2.19.4 「エネルギー自給グラフ」資源エネルギー庁ホームページより 

 

1.3.3 2030年電源構成と太陽光発電 

 政府与党は左図の様な 2030年度の電源構想を発表した。 

COP20 等の国際的取り組みによる CO2 の削減に先進国たる日本も参画しなければならないから、今の

火力発電 80%以上依存を半減しなくてはならない。残りの半

分を原子力と再エネでカバー資料とする構想 

 しかし原発は福島の処理も不十分な今、世論も有り、再稼

働して全発電の 20％を担当するのは容易ではない。水力発

電は環境問題があり、これ以上増やすわけにはいかない。

残った発電方法は再エネということになる地熱発電は候補地

の多くが国立公園内にあることで建設は遅々としてすすまな

い。風力は風の安定しない日本では苦戦しているし、バイオ

マス発電は燃料調達の困難に直面して今やゼロエミッション

にすらならない施設も多い。残るは太陽光発電だが、その発

電能力はすぐれているが、用地の獲得に苦労する。これでは京都議

定書の履行はおろか、COP21 も遵守できないであろう。 

 消去法の結果として浮上するのが太陽九発電である。原子力、火力、水力、風力、地熱は何れも回転子 

を有する機械的な発電装置が必要であるｙ。しかし太陽光発電はそういった発電機を必要としないから、

故障がほとんどない。設置も簡便で設置コストも安いし発電時にはＣＯ２を排出しない。しかしそんな太陽

光発電にも課題はある。それが出力の割に必要とされる広い土地である。 

 

図 1.2.21「2030年電原構成」 
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1.4 研究目的 

そこで、農地はおしなべて日当たりがよく平坦であるから、太陽光発電に適している。その農地の２割近

い面積が放棄されているから、そこにソーラーパネルを敷設して日本の「生活と産業のエネルギー」の源と

して田畑として有効利用する、いわゆる「電園復耕」を実証することを本研究の目的とする。 

 

1.5 研究の体系 

本研究は、太陽光発電システムを不耕作地に設置して、加えて、その設置下で収益性のある農産物を

栽培することによって「生活と産業のエネルギー」の確保と土地の有効利用を実現することが大きな狙い

である。それを実現するためのプロセス（手続き）の整理と分析、ならびに経済的・環境的側面での効果検

証を実証的におこなってゆく。その進め方を如何に整理する。 

1． 実証試験のための候補地の選定 

2． 候補地を利用出来るようにするための手続きと機器設置の設計 

3． 機器（太陽光パネル）下で栽培する農産物の選定 

4． 栽培する農産物の生育観察と経済性評価 

 

 

 



 

 

22 

第２章 営農型太陽光発電 

2.1 営農型太陽光発電の実証実験の流れ 

 狭い国土の日本は急峻な山岳地帯の範囲が広く、ほとんどが森林におおわれている。太陽光発電が比

較的日照の良い日本に適していることは事実であるが、一般的には、日本では平坦で広い土地を確保す

ることが困難であると思われている。しかし日本には平坦で広い土地が様々な場所に存在している。それ

が既に述べた「不耕作農地」の存在である。 

 

図２．１「実証実験の手順」 

 

2.2 電園復耕の課題 

2.2.1 農地法 

 多くの場所に数多く存在する不耕作地に太陽光発電施設を建設するに当たって、まず解決しなければな

らない課題が農地法である。 

農地法は終戦後の 1945 年 12 月 9 日、GHQ の SCAPIN-411（農地改革に関する覚書）を受けて、日

本政府がＧＨＱに提出た法律案が「農地法」である。1946年 10月に国会を通過して1952年に成立したも

のが現在の農地法の礎となっている。その考え方の骨子は、大地主の大資本による資本主義が先の大

戦を引き起こしたのだから、大地主が持つ農地を分割してその農地を殆ど無償で旧小作人や小規模農家

に分配すべしとしたものである。したがってその農地は、大資本家のために利用されるのではなく、国民の

食料のために耕作されるべきだとしたた。その理由から、農家は農地を耕作以外の目的にすることを厳し

く規制されたのである。 

農地法の条文でそのことを、「耕作者自らが農地を所有することを最も適当である（自作農主義）」と宣

言した上で、食料自給率向上などの面から農地が地域における貴重な資源であることを重視している。そ

してその農地法は、さらに「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の取得を

促進すること」と言う意向を加えて平成 21年 12月 15日に改正施行されたと 

文面は「農地は農業生産の基盤として確保され，食料の安定供給の確保に資するため，農地を農地以

外のものにすること（＝農地転用）を規制し，農地の利用関係を調整する役割を持っている」とされている。 

農地法は 1章から 4章と附則によって構成されている」 
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農地法（昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号） 

最終改正：平成二七年九月四日法律第六三号 

 

第一章 総則（第一条―第二条の二）  

 第二章 権利移動及び転用の制限等（第三条―第十五条）  

 第三章 利用関係の調整等（第十六条―第二十九条）  

 第四章 遊休農地に関する措置（第三十条―第四十四条）  

 第五章 雑則（第四十五条―第六十三条の二）  

 第六章 罰則（第六十四条―第六十九条）  

 附則  

 通読すると農地では農業以外に何もできないのである。したがって太陽光発電を実施するには農地を農

地以外の土地にする。つまり農地転用が必用だと分かる。しかし農地には色々な種類があり、農地転用

が比較的容易な農地もあるが、その殆んどが転用不可能である。下に農地の種類を羅列しておく。 

 

表 1.3「農地の種類」 

区分 営農条件・市街地化の状況 許可の方針 

農用地区城内農地 市町村が定める農業復興地域整備計画に

おいて農用地区城とされた区城内の農地 

原則不許可（市町村が定める農用地

利用計画において指定された用途

（農業用施設）等のために転用する

場合、例外許可） 

甲種農地  下に 市街化調整区城内の土地改良事業等の

対象となった農地（8年以内）等、特に良好

な営農条件を備えている農地 

原則不許可（土地収用法の認定を受

け、告示を行った事業などのために

転用する場合、例外許可） 

第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、

土地改良事業等の対象となった農地など

良好な営農条件を備えている農地 

原則不許可（土地収用法対象事業等

のために転用する場合、例外許可） 

第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地

化が見込まれる農地または生産性の低い

小集団の農地 

農地以外の土地や第３種農地に立地

困難な場合などに許可 

第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地

の区城又は市街地化の傾向が著しい区城

にある地域。 

原則許可 

 

2.2.2 農地転用 

 農地を耕作以外の目的でしようするには農地の地目を変更しなければならない。それを農地転用と言う

が、その行為は農地法によって制限されている。  

 表1.3の上から農用地区内農地、甲種農地、第一種農地、第二種農地、第三種農地とわかれているが、

行
く
ほ
ど
易
し
い 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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民間人や民間企業が農用地区農地を転用することはまず不可能である。甲種農地は農業振興地区から

外すことは不可能ではないが、煩雑な書類作成が必要な上に何回も重ねなければならない協議の必要性

があって困難な作業を覚悟しなければならない。 

 第三種農地や、一定の手続きを経れば可能性のある二種農地の転用は可能だ。しかし二種農地と三種

農地はすでにもっと価値の高い地目に農転されている可能性が高い。そこで原則不許可ではあるが、か

すかに可能性の残る第一種農地をなんとか転用しようとした便法が農地の一時転用制度を活用したもの

が営農型太陽光発電の発想である。 

 

2.2.3 農地の一時転用  

 農地法では農地の一時転用を認めている。土地改良や農用施設建設のため農地の一部を工事車両の

駐車場や資材置き場に利用しなければならない場合に限り、短期（通常 3年間）的な用途変更が認められ

ている。  

表１．２ 農地転用許可基準 

 

 

 そこで太陽光パネルを農業資材と考えてみることにする。しかし太陽光パネルを農地全体に敷設してし

まっては農業が出来ない。それでは太陽光パネルは農業のための資材とは言えない。しかし太陽光パネ

ルが空中に浮いていれば下で農業ができる。しかしそれでもパネルを支える支柱は農地に立って農業を

阻害する。しかしその支柱が農業を阻害する面積ではないなら農業のための資材と考えられる。したがっ

て太陽光パネルを支える支柱の断面積分を一時転用すれば、農業を促進しながら太陽光発電ができるこ

とになる。πR二乗に支柱の数を乗じた部分を一時転用すれば人間の「生存エネルギー」である食物を生

産しながら人間と「生活産業エネルギー」である電気も製造できる。ここに「営農型太陽光発電」が実現す

るのである。 

2.2.4農林水産省振興局長の通知 

 3.11、東日本大震災の勃発で営農型太陽光発電の普及は急務になった。そして農地は広く平坦で日

当たりもよく、太陽光発電に適している。併せて、そこに営農義務を課せば営農の継続が促進されるし不

耕作地となっている農地も復耕できるかもしれない。しかし行政では農地法を変えることはできない。 
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そこで、営農型太陽光発電を実施する事業者が農地の一時転用を申請して来たら、よろしく対応してほ

しいと言う趣旨の通知を県と農業委員会関係者に送ったわけはそこにあった。 

行政の裁量権を曖昧ながら残して、農地転用に予期せぬ拍車がかかる可能性もあることをも見越した

文書である。通知書とは省庁、都道府県、市町村の内部や役所間の文書で、農家や事業者に宛てた文書

ではない。民間の法人や個人は官報を見なければ知る由もない。下に示す図は農林水産省 農振局長か

ら 24農振 第 2657号が通知されたルートと各関係者の図である。 

 

図 1.3.4.1 「通知の宛先」 

 内閣府沖縄総合事務局長にも通知されているが、同局長の地位は沖縄県の特殊な立場だから、別扱い

になっている。しか、扱いは各地方農政局長と同じである。また全国農業会議所は農業委員会を束ねる上

部団体である。農地転用の許可権者は各都道府県知事であるが、実際には下図のように、農業委員会の

具申がそのままにその可否が決まる事が通例である。 

  

図 1.3.4.2 「農転び申請と許可」 
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図 2.2 「振興局長通知書」 

 もし営農型太陽光発電をする希望者が許可を求めたら、農地法は変えないがその解釈を通知するよう

に変えて検討して欲しいとする手紙と解釈してよい。法的強制力はなく、内容も明文化してあるとは言い難

い。 

2.2.5 農地転用の実質的許可権者農業委員会とは 

 農地転用の許可権者は都道府県の首長である。多くの農地は県に所属するので県知事が許可権者と

なる事が多い。その県知事は農業委員会の具申を受けて農地転用を許可する場合が殆どである。 

農業委員会は戦前の農地委員会をその源とするものである。農地委員会とは明治維新から始まった農業

の資本主義化に囲い込まれた小作人の不満緩和のために組織されたものだが、戦後の農地法とともに農

業委員会と名前を変えて、大地主制復活を阻止し、自作農を擁護する使命を負って復活した。 

農業委員は公職選挙法を準用して農家たちによって選ばれることになり、まさに農民の民主化の旗手

であった。農業委員会は旧小作農の代表により組織されているから、農業法人のような大規模農業体を

受け入れることに抵抗する性質が今でもある。実際に本プロジェクトの許可は遅れに遅れて４年間の年月

を要したのである。 
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第３章 部分遮光型太陽光発電（ソーラーシェアリング） 

3.1 .光飽和点の理論とソーラーシェアリングの概念 

太陽光を発電と栽培で分ける概念から出発している。ソーラーシェアリングを理論的に支える概念が光飽

和点である。光合成は植物に取って不可欠なものだが、植物によって必要かつ十分な太陽光量はそれぞ

れに異なる。必要以上の光量は植物にとって不要であるという考え方にもとづくから、トウモロコシやサト

ウキビなど８０キロルクスを越えても光合成速度を上げる作物以外であれば天空をある程度遮蔽しても 

作物の生育には大きな支障はないとする理論でソーラーシェアリングの概念であるから、光飽和点のあま

り高くない作物を選定すべきである。

 

図 3．１「光飽和点を表す曲線」   図 3．２「ソーラーシェアリングに使われるソーラーぱねると架台」 

3.2 作物の選定 

日本には作物が余剰している。中でも自給率１００％のコメは農業委員会がその栽培を強く抑制してい

るから、営農型太陽光発電事業の栽培作物にコメを選定しても同委員会は農地の一時転用を認めないだ

ろう。もし許可になったとしてもその障壁を突破するには何年物歳月を要するだろう。コメの余剰はその徹

底した国産農産物の保護政策によるものだが、米をはじめとした穀物や乾物にしても商品価値があるドラ

イフルーツの様なものは、保存がきき、海上輸送に耐えるから、ＷＴＯの勧告や、ＴＰＰなどの自由貿易協

定が機能しだすとコスト高の国産作物は対抗できなくなる。ただ唯一そこに活路があるとすればそれは葉

物野菜などのフレッシュさを求められる作物である。 

今回の実証実験ではシソ科のハーブ類、ペパーミントを選定した。ミントが属するハーブ類はインド、ベト

ナム、中国でも大量に栽培されているが、すべて乾物であることがその理由である。 



 

 

28 

表．２．３ 各植物の光飽和点 

 

                          図２．３   「光飽和点の低いハーブ類」 

 

3.3 キャノピー下におけるミントの生育に関する先行研究 

イラン イスラミック大学の Department of Agriculture, Firoozabad Branch, Islamic Azad Univer sity, 

Firoozabad, Iranの論文を読んで氏の論文を先行研究として参考にすることにした。 

 

図２，４ 「日本ミントに関する論文」 

以下の翻訳文を添付した。 

 

【翻訳】 10週間の間で日本ミントに100、64、49、24の割合で光を照射し、植物の成長と精油と化学組成

の変化をそれぞれ 4週目 6週目、8週目と 10週目の収穫時に測定した。遮光度を強める(だんだん暗くし

て行くと)と茎が長くなったり葉の面積が大きくなったりする形態学的な反応がとても大きく表れた。しかし相

対成長率(RAR)純同化率(NAR)葉面比(LAR)には違いがほとんど現れなかった。最後の収穫でも、日本

ミントの重要な成分であるメンソールとメントンの量やオイルの生産性には大きな違いはなかったので、こ

の実験の限りでは、日当たりが悪くても、日本ミントはその成長やオイル生産になんらの影響を受けない

傾向がある事が判った。 
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3.4 日本におけるペパーミントのキャノピー効果の実験    

２．３で日本ハッカがキャノピーの下で細く長く、薄く広く成長するが、ミントオイルの搾取量は日向で

栽培したミントも日陰で栽培したミントも同じであることが述べられているが、本実験では日本ミント（ハッ

カ）より生食用として販売が容易なペパーミントの成長をソーラーパネルの下とその外で一定期間測定し

てみた。 

 

図２．５「パネルの外のペパーミント 左とパネル下のペパーミント」 

表２．４ 「パネル下とパネルの外でのペパーミントの成長」 
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実験結果はほぼ海外論文と同じで日陰と日向の搾油量はほぼ同じだったので寝床で種から育苗する事 

にした。 

 

3.5 育苗 

育苗の実験場は北杜市大泉と須玉 西井出でおこなった。 

  

図 3.5.1 育苗施設北杜市大泉谷戸        図 3.5.2 谷戸 ソーラービニールハウス 

 

図 3.5.3    

  

図 3.5.4 「              」                   図 3.5.5 「苗床」 

3.6 土地確保 

 ・土地の広さ   1,000㎡以上 

・日照量の多さ  日本の平均 3.84kwh/㎡ 

NEDOに全国 800箇所の日射量のデータが載っているが、当該地 本庄市のデータはなかったため近隣

のデータを参考にした。 

◆熊谷 1日辺りの平均日射量は 4.14kwh/㎡ 

◆寄居 1日辺りの平均日射量は 4.08kwh/㎡ 

日本の平均日射量よりも多い 
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図 2.1.4 「当該地の地図」 （土地面積 1,348㎡、近くに建物もなく日当り良好） 

  

3.7 農地転用に必要な書類 

 

表３．１ 「農地法３条、４条、５条の説明 」宅建指導 ホームページから 

 

権利移動 

３条許可 

転用 

４条許可 

権利移動＋転用 

５条許可 

適用場面 

農地→農地 

採草→農地 

採草→採草 

 農地を転用する場合 

※採草の転用は許可不要 

農地→農地以外 

採草→農地以外、採草以外 

                                      

3.7.1 農地法 3条申請 

 農地法 3条とは「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸

借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合

には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」 とされている

ので、 

 土地を所有・貸借した後、譲受人は農地を農地として保有しなければいけないため、農業をしっかり行え

ることを申請の際に証明しなければならない。 

 今回の場合、一時転用申請（営農型申請）の為、パネル下でも安定した農業を行えるかどうか証明する

必要があった。以下、申請書類の一部。 
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  図３ ７．２.営農計画書          図３．７．３ 耕作証明書          図 ３．７．４知見者の意見書 

 

営農計画書･･･育てる作物の時期、所有している機械について説明 

耕作証明書･･･法人である場合 5,000㎡耕作していることを証明する必要がある 

知見者の意見書･･･育てる農作物に問題がないか知見者の意見を添付する 

 

3.8 農地法 5条申請 

 農地法 5 条とは農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除

く）にするために権利を設定し、又は移転する転用である。 

 一時転用とは砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的に農地以外に利用すること。

「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じだが、申請書に工事完了

日を記載し、その日までに農地に復元することが条件。一時転用期間原則 3 年以内※2018 年 5 月に一

部改定され条件を満たす場合は 10年以内となった。 

今回の場合、パネルの下で農業を行う「営農型申請」のため、同じ地域の平均的単収と比較しおおむね 2

割以上減少している場合撤去しなければいけないため、簡易な構造で容易に撤去できる支柱を使用する

必要がある。以下、申請書類の一部。 



 

 

33 

   

図 ３．７．５ 撤去費用の同意書       図３．７日影図      図３．８  電力会社との受給契約書 

撤去費用の同意書･･･耕作者と発電事業者は別の場合、発電事業者が撤去費用を負担するという内容の

同意書を添付 

日影図･･･何時から何時までどの場所が日影になるかの図面 

電力会社との受給契約書･･･売電を行うことの証明 

 

3.9  3条と 5条申請の経緯 

 農地法 3条にもとづく申請は農地の所有権の移転や利用権の設定で、許可権者は農業委員会である。

2017年の 12月に許可となったのだが、農水省振興局長の「通知」に 3条と 5条は同時に許可することが

望ましいと言う趣旨が書かれていることに後から農業委員会が気付いて、3条単体で許可したことをなん

とか撤回しようとした。自ら許可を取り消すことができないので、申請者に許可を返上することを強く求めて

きた。返上してから 5条と一緒に再提出しないと 5条は許可しないとの圧力があった。 
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図３．９「3条、申請から許可まで 」 

 5 条の許可権者は都道府県の首長であるから、本件は埼玉県知事となる。実務は本庄市に出向いてい

る農林振興センターが取仕切る。農業委員会は農林振興センターに許可不許可を具申する立場である。

したがって農魚委員会は農林振興センターに対して、許可に相当するか、不許可に相当するかの意見を

言うだけであるが、農業委員の具申は慣習上殆ど農林振興センターに受け入れられている。本件の様に、

農業委員会が許可相当としたにもかかわらず、それを不許可にしたことは異例である。 

 

図３．１０ 「5条、申請から許可まで」 
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3.10 パネルの敷設と天空率の計算 

太陽光を発電と農作物でシェアーするにはソーラーパネルとパネルの間に隙間を作って設置しなけれ

ばならない。一般的にはチェッカー（市松模様型がよく知られているが、構造が複雑で災害に弱い事と設

置コストと架台の材料費が高い事が課題となっていた。そこで天空率を変えずにより単純な設計を模索す

ると限りなく普通の野立てソーラーにちかいボーダー型が注目され出した。以下はその二つのデザインと

天空率の計算書である。 

 

図 3.3.1.1 「チェッカー型配置」 

  

 

図 3.3.1.2 「ボーダー型配置」 

天空率ｊは変わらないのだから、コストの安いしかも強度のある ボーダー型を選定する。 
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3.11 ソーラーシェアリングの工事と完成 

以上の手続きに費やされた時間は 4 年あまりを要した。県の農業振興センターや農業委員会から打診

された、ナスやキュウリや玉ねぎを栽培する計画でなかったことも遅延の原因となったと推察される。 

しかし前例がないペパーミントなどを栽培作物に選定したことで、本庄でもハーブ類を栽培してハーブ園

を経営する観光農園が他にも出現する可能性もある。 

これによって本実証ではボーダー型を選択した。 

    

図 3.11.1 本庄作業整地」       図 3.11.2 パネル設置 

 

図 3.11.3 営農型発電所完成図 

3.12 ソーラーシェアリングの抱える課題 

3.12.1 不作の可能性 

 秋の日の晴天の正午の本庄児玉の照度は 100,000ルクスであるが、パネル下の照度は 35,000 しかな

い。天空率 100%の米をはじめ、露地物野菜も規格品の廃棄の量が減少しているとは言えない。その中で、

天空率 50%下のパネル下で生育された野菜が、規格外野菜として廃棄されない保証はない。農水省は営

農型太陽光発電を認可するに当たり、収量が８０％を下らなければ許可するということになっているが、日

照不足の影響が収量ではなく、全体の品質に影響するとすれば全量不合格となる可能性もありえる。第１

章で述べているように、大量の食品が余剰している日本の市場では８０％の収量や８０％の出来栄えでは

勝負できない。 

3.12.2 不透明な許可制度 

 農地法を変えることなく、その解釈を変えて営農型太陽光発電を許可することに不透明さが生じることに

なった。つまり、明文化されていない許可条件の本での認可制度であるから、許認可賢者の裁量が大きく
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なってしまう。本実証例ではよそ者が排除されながらも認可にこぎつけた実証例だが、その期間は 4年以

上かかっている。 
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第４章 全遮光型太陽光発電（ソーラーシェーディング） 

4.1 ソーラーシェーディングの概念 

 本庄児玉におけるソーラーシェアリング事業では、前例がないこととはいえ、農地転用に４年の歳月を要

してしまったことや、規格品より収量や品質がそれほど悪くない作物を生産するなどと言う発想では農を業

として生き残ることはできないことを学んだ。この煩雑にして非合理な農地転用の許可にかかる時間や労

力を費やさずに、逆に日陰が好きな作物を選定する積極策に転じるべきだ。 

ソーラーシェーディングとは日陰で育つ作物を太陽光パネルで遮光することである。 

4.2 ソーラーシェーディングと農地転用 

農地にビニールハウスなどの簡易な農業施設を建設する事には農地転用作業が必要とされていない。 

簡易であるということは容易に撤去できるとう事だが、容易に撤去できるには床をコンクリートで固めては

ならないことは当然である。かし平成３０年１１月３０日の経営第１７９６号が農林水産省の経営局長から通

知されたことによって、例え床がコンクリートで固められていても農地転用の必要がないと言う事になった。

これは農業のロボット化などのイノベーションに適応できるようにとの配慮からである。狭い農地の日本の

農業はかつて志向してきた米豪型の大規模農業から集約型のオランダ型の野菜工場に思考を変える流

れになりつつある。 

そのようにその数を増やす農業施設の屋根に太陽光パネルを搭載する発想に転換して行くべきである。

あらかじめ存在していた農業施設の上にソーラーパネルを搭載することは農地法上なんら問題がないこと

になった。以下は農業施設に関する農林水産省の経営局長からの通知の内容である。 

 

「農地法第43条及び第44条の運用について」の制定について 

制定平成30年11月20日30経営第1796号 

地方農政局長 

内閣府沖縄総合事務局長殿 

都道府県知事 

一般社団法人全国農業会議所会長 

農林水産省経営局長 

第196回国会において成立した農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成30年法律第23

号。以下「改正法」という。）については、農業経営基盤強化促進法施行規則等の一部を改正する省令（平

成30年農林水産省令第73号）と併せて、平成30年11月16日から施行されることとなった。これにより農地

法（昭和27年法律第229号）、農地法施行令（昭和27年政令第445号）及び農地法施行規則（昭和27年農

林省令第79号）の一部がそれぞれ改正され、同法第43条及び第44条が追加されることとなったので、こ

れらの取扱いについては、「農地法関係事務に係る処理基準について（平成12年６月１日12構改Ｂ第404

号農林水産事務次官通知。以下「処理基準」という。）」、「農地法の運用についての制定について（平成

21年12月11日付け21経営第4530号・ 

21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。）」及び「農地

法関係事務処理要領の制定について（平成21年12月11日21経営第4608号・21農振第1599号経営局

長・農村振興局長連名通知。以下「事務処理要領」という。）」によるほか、下記に留意の上、農地法関係
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事務を適正 

に処理されたい。なお、貴管下の市町村に対しては、貴職から通知願いたい。 

 

 既存の施設の底面をコンクリート等で覆うための届出が行われた場合にあっては、等時間日影図又は

届出書に記載された当該施設の軒の高さと、施設の敷地と隣接（道路、水路、線路敷等を挟んで接する

場合を含む。）する農地との敷地境界線から当該施設までの距離が、次に該当することを確認することに

よって判断する。 

施設の軒の高さ 敷地境界線から当該施設までの距離 

 

図 ４．３「経営局長の通知」 

 

4.3 作物の選定 

4.3.1 クレソン 

 ソーラーシェアリングと同じようにハーブが検討された。しかし今回は床のコンクリートにこだわらずに、

休耕田も干さずに利用できるように、ハーブの仲間でもより水耕栽培に適しているクレソンが検討されたが

ソーラーシェアリングではより日陰を好む作物を選定すべきだとしてクレソンは見送ることとなった。 
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図 4.3.1.1  「        」                           図 4.3.1.2 「      」 

 

図 4.2.1.3 楽農システム 

 検討の結果、水田の上にソーラーパネルを敷設することの作業性の悪さから取りやめとなった。 

 

4.3.2 東京ウド 

 マーケティングの結果はとてもよかったが、ソーラーパネル下を殆ど暗黒状態にする必要があり、照度調

節にコストをかけない当初の考え方に矛盾が出て来たので断念した。 

 

図 4.3.2 白ウド 

4.3.3 菌類（きのこ） 

 発想を変えて植物でない菌類を検討してみた。 

 八ヶ岳を中心に約 20年間野生のキノコの研究と採集を続けながら、野生キノコの栽培の構想があった。

きのこは腐生性キノコと寄生性キノコがあるが、寄生性のキシメジ（マツタケを含む）類は栽培には不向き

であるから、腐食性のエリンギ、キクラゲ、エノキダケ、ヒラタケの栽培を志向した。 
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図 4.3.3.1 マイタケ 

図 4.3.3.2 エリンギ 

図 4.3.3.3 ヒラタケ 

図 4.3.3.4 しいたけ 

4.3.3.1 キクラゲ 

 一株の直径が 2～10cm ほどの大きでゼラチン質の食菌だが、西洋で

はユダヤ人の耳、ジュ―イヤーなどの異名も持つ。中華料理の定番で弱

った森の木に寄生する典型的な腐朽菌である。歯ごたえがよく、乾燥す

ると収縮して運送によく耐えるので、中国産の輸入が盛んであり、日本

産の生キクラゲはあまり対抗できていない。金の裏側には細かい絨毛が

あり、同種の油キクラゲ、白キクラゲも味や形状はあまり変わりがない。

秋菌だがまれに冬にでも見ることがある。原木でも菌床でも栽培でき

る。 

 

4.3.3.2 エリンギ 

 昭和の終わりから平成のはじめにかけて日本では初めて人工栽培に

成功した。太くて大きい食用のエリンギが世に出るようになったのは

2000 年位からだろう。淡白な味で臭いもないことからバター炒めによく

合いアワビの食感がする。当初は高級食材にも数えられたが、今は価

格も下がっている。 

 

4.3.3.3 ヒラタケ 

 野生のものはカサが大きく 15ｃｍ位になる。明るい褐色で、幼菌は

丸いが、カサが開くと漏斗のような形になり、ヒダが密に垂生する。基

本的には夏から秋の菌だが冬や春にも見ることができる。シイタケの

栽培が盛んになる前は良く食べられたが、野生ではなかなか見つか

らない椎茸が出回ると人気がなくなった。ヒダは密で臭いはない。消

費者市場ではヒラタケがシメジとして売られていたり、他茂木だけが

ホンシメジなどと呼ばれて売られているが、シメジやマツタケはキシメ

ジ科に属して腐朽菌ではないので栽培は極めて困難である。 

4.3.3.4 しいたけ 

 野生では晩秋から冬に見られるが、ヒラタケほど発生しない。食用と

して栽培されている代表的なキノコで、最近は西欧でもシタキと呼ばれ

、ポピュラーな食菌である。溶菌は丸く成長するにつれてカサが平らに

広がるのはヒラタケと同じだが、品種改良によって肉厚なものが作ら

れ、ドンコと呼ばれたり、菊の花のようにカサに亀裂が入っているもの

も人だ。ヒダは湾生から上生して、薄墨色と白の中間くらいの色である

。老菌にはこげ茶色のシミができ、柄にはささくれが目立つ。乾燥する

とシイタケ独特のシイタケ臭がする。 
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4.3.4 キノコの市場性 

和誠の栽培データや本庄においてのの実験で、キクラゲ、エリンギ、ヒラタケのソーラーパネル下での発

生は確認されたので市場調査を開始した。少量ずつ道の駅、農協の直売場で実感販売をした結果、圧倒

的に椎茸が売れることが分かった。日本全体の傾向も生シイタケの価格もシイタケ製造には原木と菌床

があるが菌床の方に品種改良の余地を感じたことや、将来のキノコ工場用としても菌床が有利と考え菌床

を選択した。 

   

図 3.2.4.5 「キノコの価格」                  図 3.2.4.6 「生しいたけ需要」

 

図.4..7 「      」 

4.4 ソーラーシェーディング、バイオマス暖房と発電 

 さらに生産を終えた廃菌床にも着目して冬場のシイタケ栽培に必要な暖房の燃料に使用することを思い

ついた。近い将来には同業者から使い古しの菌床を回収して暖房の燃料とするばかりではなく、長年研究

開発してきたスターリングエンジンを使ってのバイオマス発電の燃料にも最適だと確信した。 
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図 ４．４ 燃焼炉パケージ」図４．６ 「スターリングエンジンバイオ 800」 

         

    図 3.3.2.4  「廃菌床」 

 

4.5  ソーラー灌水 

シイタケの灌水にはソーラーポンプ使用 

 

図 4.5.1 「ソーラーパネル 280kw，注水器、ソーラーポンプ」

 

図 4.5.2 「   」 

 灌水用水路から用水のソーラーパネルはウォーターポンプ一台で取水し、菌床に浸水する。貯水にはド

ラムを半分に割ったものを並べて利用する。 

 注意事項としてソーラーポンプの電源にはソーラーシェーディング用のパネルを使ってはならない。理由

は全量買い取りの条件での申請のため、一部を自家発電用とすると余剰買取りと判定されかねないから

である。これは暖房にソーラーシェーディング用のパネルを売電以外に使うべきでないとするのと同じであ

る。 

 

 

バイオマス発電の燃料 

燃料灰は 4～9月のペパーミントの肥料となる 

冬場の暖房 
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第５章 二毛作 

5.1 農転できなかった愛媛の三圃式 

色々利点があるソーラーシェーディングだが、栽培できる作物の選択肢は狭い。しかし複数の作物を収

穫しようとしたアイディアが東日本大震災後の２０１３年にすでに考案されていた。三圃式農法である。農

地を分けることによって季節ごとの収穫が期待でいるとして、かつて愛媛県において企画された。比較的

光飽和点が高いハーブ類をまばらなソーラーパネルの下に、三つ葉、ニラ、アサツキ、アスパラ類をチェカ

ー状に敷設されたパネルの下に、山芋やウドのような根菜は葉をパネルの外に張り出させて栽培する計

画だった。 

姫路市網干区アグリソーラー計画 平面図 

北側ブロック（約 50坪） 

よく日の当たるハーブエリア 

8kw（250ｗ×32枚） 

中央ブロック（約 100坪）   18kw（250×72枚） 

南側ブロック（約 150坪） 

 前面にﾊﾟﾈﾙを置いた日陰ブロック山芋やキノコ・山菜などのエリア  

 

図 ５．１ 高屋根        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.1 「三圃式ソーラー46～49kw（250×184枚+＠）※図面上は 49ｋｗ（196枚）」 

 

敷地東側に公道がありますので、日陰に近い南東部分に小さな広場のスペースを確保する予定です。   

中央ブロックと南側ブロックの間には柵を設けることになりますが、これは事故防止のために柔らかなカラ
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ー山芋ネットを利用する。 

姫路市網干区アグリソーラー計画 イメージ図 

太陽光パネルは 210ｃｍの高さで平面に設置する。 

架台については安全の為に高層建築の施工時にも足場に使われるタイプの単管 

パイプを組み合わせる。 

地面との固定については 

パイプで組み立てた架台を土壌に合せた深さで地中に埋め込む。 

耕作作業に使われるトラクターなどの機械も通れる場所を確保。 

5.1.1 農転できなかった理由 

三圃式の約３分の１である。ソーラーシェーディング部分が農地法の制限を克服できなかった。当時の営

農型の太陽光発電施設の太陽光パネルの位置派は地上から４ｍと決められていた。理由は大型トラクタ

ーが入れる高さの確保だった。広大な不耕作地を使って「生活産業エネルギー」と「米豪に負けない穀物

を大型農機具を使って生産する夢が農水省にはあったからだ。しかし１０アールに満たない農場に大型ト

ラクターなぞ必要はない。結果としてハーブや山芋などの栽培を志向していた事業者は断念することにな

った。 

 

5.2 本庄での営農型二毛作 

       

図5.2 「      」 

 

5.2.1 生かされたボーダー型パネル配列 

 

図5.2.1.1「   」        図5.2.1.2「   」 

本庄の営農型太陽光発電所は天空率と強度と建設コストを考えてボーダー型配列になった。しかし農地

転用にかかった時間と浪費は反省の材料として十分だった。そこで発想を変えて、出来上がった農業施設
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図 4.2.1 

「    

  」 

（シイタケハウス）の上に太陽光パネルを搭載する発想でソーラーシェーディング方式を開発した。しかしシ

イタケを通年栽培するにはコストが掛かる。太陽光発電や廃菌床を燃料したバイオマス発電で冷房するこ

とは技術的に出来るが全量買い取り条件での発電だから一部を自家使用にすれば余剰買取りになってＦＩ

Ｔ法に抵触する恐れもある。経済的に考えても３６円の買い取り価格で売れる電力を２２~２４円で買える東

京電力から帰る電気の代わりにするのは損失だ。そこで浮上したアイディアが二毛作である。愛媛市の三

圃式農園は二毛作ではない。二毛作とは同じ農場の同じ場所で季節ごとに２種類の作物を作る事であ

る。 

5.2.2 しいたけとペパーミントン二毛作 

下の円グラフの様なカレンダーは４月から１０月までをミント月とし、１１月から翌３月末日までを

シイタケ月としている。温度管理はのソーラーパネル下の壁に当たる部分を断熱板で囲ったり簾

や蚊帳を垂らしたりすることで温度と光の量を調節できるから、シイタケとミントの二毛作ができ

る。これもボーダー型のパネル配列を選択した効用である。 

農場を区分して違う作物を植える発想を転換させて、法的規制が少ないソーラーシェーディングのキノコ 

ハウスのシイタケが夏場の気温に弱い弱点を克服するために、シイタケのための夏場の冷房設備を排し 

４月から１０月までペパーミントを栽培する規格である。 

 太陽光発電は夏場に発電が増えるから冷房の電力を確保できるのではないかの意見もあったが、本庄

で発電される電力は、1ｋｗ36円で東京電力に販売されるから、それはそのまま販売をして、自家使用の

電力は22円～24円で購入したほうが経済的である。しかも本庄の発電のために経産省と交わした電力の

全量買い取りにも抵触する恐れがある。 

これはＦＩＴ終了後（全量買い取り制度が今年度で終了することにも、20 年後に買い取りが終了することに

も同じ考えが適用できる）、近隣に電気を販売するか自家使用するかは発電者の選択になる。 

 

5.2.3 壁やスクリーンの工夫 

青色がかった透明スクリーンで発芽後のシイタケの成長を促進するとともに、簾やマルチシートを使って照

度を調節することや、夏は蚊帳を垂らすこともできる。さらにそれぞれのスクリーンを複数重ねると複合的

効果が期待できる。 

 

図 3.3.4.1 「    」 
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図3.3.4.2 「青色透明すくりんマルチシートスクリーン、カヤ、簾の図」図3.3.4.3「            」 

 

 20 年間の発電実績からソーラーパネルの寿命は 20 年どころではない事が判明したから、太陽発電施

設の償却期間が終了すれば、コストを考える必要がない収入が 20年後のＦＩＴ終了後も連続する。 

４月頭から９月末までは、壁や簾やカーテンを臨機応変に付け替えながら、ソーラーシェアリン

グに切り替える。 

 

5.2.4 季節によって棚に乗せかえる菌床とプランター 

４月頭から９月末までは施設内の棚にプランターに入れたミントを栽培し、１０月頭から翌３月末

までは棚に菌床を載せる。２０１９年の１２月から２０２０の１月は暖冬で施設の外の露地でもペ

パーミントは枯れていないので、この暖冬傾向が来年以降も続けばペパーミントのシーズンオフ

はなくなるかもしれない。 

 

 

ここに営農型型太陽光発電の二毛作版が実現する。 

 



 

 

48 

5.2.5 本庄児玉における営農型太陽光発電二毛作の収支 

 

図 4.2.1 「本庄売電シュミレーション」 

売電初年度 2,824,272円 

生ミント収穫量 約 500kg～1000kg 

乾燥ミント出来高 約 100kg～200kg 

買取価格キロあたり 5000-6000円 

一反の収入最低でも、5,000円×100kg＝500,000円 

年 3～4回収穫可能（150万円～200万円） 

シイタケ 

売電収入 

売電収入 1kw24円の買取価格でも 150万円～180万円となる。 

合計金額 300～380万円 

 

一反当たりの売電額と作物の初年度売り上げ予測 

 

売電 初年売電金額   2,824,200円  

ミント 3,000,000円 

しいたけ    5,000,000円 

              １０，８２４，０００円 

日本の給料と職業図鑑の著者：山田コンペー氏（職業研究家）、税理士、有藤志郎氏やキャリアコンサル

タントの位高光一氏らによれば日本の農家の売り上げは年間４５６万円（平成２６年）と言う事なので営農

型太陽発電の二毛作で農家の売り上げは売電収入を併せると満足できる数字だといえるだろう。なお太

陽光発電施設の投資金額は約２０００万円だから一般的なハウス農業に対する投資よりもかなり経済的

に有利だといいえる。 

 本庄の実証実験は新規参入農業者の励みとなり、しかも地球温暖化対策や日本の石油依存率の 

低下につながる事業となることが結論である。 
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第６章 まとめ 

約２００年前の産業革命を引き金とした化石燃料への依存の始まりは化石燃料の枯渇とともに終焉するだ

ろう。そしてその期間は人間が火を手に入れてから現代までの０．５％の期間に満たないであろう。しかし、

それがほんの０．５％だったと言えるまで我々の生活は存続するのだろうか？ 

第 1章では余剰する食物「生存エネルギー」と不安定な化石燃料「生活産業エネルギー」の事を述べて 

石油依存の危うさと、フードナショナリズムとも言える排他主義への警鐘を鳴らした。第 2 章では国産農産

物の売り上げ不振を原因とする不耕作地を太陽光発電所に変える「電園復耕」と、それに立ちはだかる農

地法の解説をした。第３章では太陽を作物と発電でシェアーするソーラーシェアリングの効用と限界を、第

４章ではソーラーシェアリングの欠点を補うソーラーシェーディングの利点を、そして第５章ではソーラーシ

ェアリングとソーラーシェーディングのハイブリッドによる「営農型太陽光発電の二毛作」の効用とその収入

を述べたてエコロジカルな農家の新規参入者へのインセンティブとした。農業の電化はすぐそこまで来て

いる。 

  

図 5.1「日産電動軽トラ図 5.2「ポルシェ電動トラクター」 

 

 

 

図 5.4「パナソニック給電スタンド」 
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